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　平成30年（２０１８年）は、能登国が養老２年（７１８年）に立国

して１３００年を迎える年です。能登の里山里海の豊かな自然と連

綿と受け継がれてきた歴史や文化の価値を発信して、地域の交流

拠点となる施設です。「能登立国１３００年の暮らし（自然、歴史、

文化）の価値をふまえ、未来を創造する博物館」を基本理念として

おり、今後世代間を超えて交流できる施設となるよう期待します。

≪のと里山里海ミュージアム（平成30年10月28日オープン）≫
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2議会だより

9　月
定例会
の概要

８月３１日の豪雨と９月４日の台風21号による８月３１日の豪雨と９月４日の台風21号による
災害復旧に多大な経費が！災害復旧に多大な経費が！

　８月３１日発生の豪雨および９月４日発生の台風21号の影響で、市内各所で河川の氾濫、土砂崩れなど　８月３１日発生の豪雨および９月４日発生の台風21号の影響で、市内各所で河川の氾濫、土砂崩れなど

により、通行止め、農作物の被害、床下・床上浸水等の被害が起き、多大な損害をもたらした。その被災しにより、通行止め、農作物の被害、床下・床上浸水等の被害が起き、多大な損害をもたらした。その被災し

た道路、河川、農地などの応急・復旧を行うために、また災害防止対策を行うために、災害復旧関連予算た道路、河川、農地などの応急・復旧を行うために、また災害防止対策を行うために、災害復旧関連予算

で総額１０億５,３９２万５千円の追加補正予算を盛り込んだ。で総額１０億５,３９２万５千円の追加補正予算を盛り込んだ。

【議案第75号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第1号）

●企業立地等助成事業費……………… 3,539万6千円
※市内水産加工業者の冷凍加工施設増設に伴う企業立地助

成金

●企業誘致対策事業費………………… 4,253万5千円
※植物工場の進出に伴う中島中学校グラウンド等の整備

　　・トイレ、更衣室、倉庫、防球ネット　ほか

●老朽危険空き家等解消支援事業…………1,000万円
※申請件数の実績見込みによる増額

　　・当初申請件数＝21件⇒実績見込み申請件数＝42件

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

●のと里山里海ミュージアム管理費………… 388万円
　※能登歴史公園の指定管理に係る経費

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

※8月31日発生豪雨および9月4日発生台風21号による主な

災害復旧経費

●現年発生河川等災害復旧事業費…… 3億8,900万円
●現年発生河川等災害応急対策費…………7,817万円
●現年発生河川等災害復旧事業費（単独） …5,970万円
●現年発生農業災害復旧事業費……… 2億4,550万円
●現年発生農業災害応急対策費……………… 860万円
●現年発生農業災害復旧事業費（単独） … 1億4,540万円
●現年発生林業災害復旧事業費……………2,460万円
●現年発生林業災害応急対策費……………… 320万円
●現年発生林業復旧事業……………………1,940万円

主な議案主な議案

　平成30年第３回七尾市議会定例会は、９月３日（月）から９月27日（木）までの25日　平成30年第３回七尾市議会定例会は、９月３日（月）から９月27日（木）までの25日

間の会期で行われました。今定例会において、一般質問として８名の議員が市政一般につい間の会期で行われました。今定例会において、一般質問として８名の議員が市政一般につい

て質問を行いました。て質問を行いました。

　議案等については、議案17件、報告８件（報告８件は議決不要）が市長より提出され、　議案等については、議案17件、報告８件（報告８件は議決不要）が市長より提出され、

審査の結果、全ての議案は可決および認定されました。審査の結果、全ての議案は可決および認定されました。

　最終日には、追加議案２件、意見書提出による議会議案４件が提出され、すべて可決され　最終日には、追加議案２件、意見書提出による議会議案４件が提出され、すべて可決され

ました。ました。

豪雨により道路が崩落
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◆委　員　長／中西庸介

◆副委員長／森　憲一

◆委　　員／礒貝和典、久保吉彦、杉木　勉、

　　　　　　杉本忠一

【議案第75号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第1号）

◆歳入の繰越金について

問前年度の剰余金２億5,600万円ほどがあり、今回の補正予算で
4,200万円ほど使用することになっており、残りの2億1,000万円ほ
どが補正予算に計上されていないのではないのか。

答平成29年度の決算収支は、5億円を超える実質収支になっている。
このうち、2億5,600万円を減債積立基金に直接編入し、残りの額
を繰越金として平成30年度に繰り越しした。財源不足の財源とし
て使わせていただいているので、今後の補正予算の財源として、引
き続き使わせていただきたい。なお、民間の会計・決算とは違うた
め、決して隠しているわけではなく、決算書にもしっかり出ている。
収支のバランスをとった予算を組むため、今後の補正予算のために
留保しておくという考えである。

　 　

【議案第83号】

財産の取得について

◆はしご付消防自動車について

問なぜ富山市の業者になるのか。石川県内業者にならないのか。

答はしご自動車については、一般競争入札を行った中で、業者がこの
業者1社のみだった。また、はしご車を全国で製造しているメーカー
は2社しかないので、そのうちの1社となる。

豪雨による農地被害

総務企画 分科会（予算常任委員会）
常任委員会

委員会付託

・議案２件

・報告２件

主な審議内容

分科会分担

・議案２件

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

◆歳入について

問分担金の地元負担について、どこの地域でもそうだと思うが、過疎
化して人口減少が進み、町会を維持するのも大変な状況。その中
で、全国的にも、県内自治体でも地元負担を取らないという財政措
置をして事業を進めている自治体が増えてきている。七尾市として
は最低でも地元負担を10％以上に、場合によっては20％から30
％の地元負担となっているが、地元負担を無くす流れにならないの
か。なかなか町会で負担していくことが、今後困難になる。

答人口減少等によって町会の地元負担が重くのしかかっているとい
う話だが、例えば農林水産業施設であれば負担はない。農地につい
ては、負担をいただいている。自分の財産という観点で負担してい
ただくというところである。また、県単荒廃地については、県との事
業の中で地元負担をいただきながらということになっているので、
基本的には自分の家の裏の崖を直すようなことに対して負担をいた
だきながら、ということになる。その他に別の事業で、市の単独事業
であれば１０％というものではなくて、がけ地防災で2分の1補助だ
が、上限100万円で軽微ながけ地も個人の財産を守るというところ
で負担をいただいている。そういった中では、少しでも自分の財産
を守るという観点での負担ということで理解いただきたい。

（報告２件  議決不要）

総務企画常任委員会に付託を受けた議案および予算常総務企画常任委員会に付託を受けた議案および予算常

任委員会総務企画分科会に分担された議案について審任委員会総務企画分科会に分担された議案について審

査した結果、主に下記内容が議論されました。査した結果、主に下記内容が議論されました。

はしご付消防自動車 豪雨によるがけ地崩壊
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教育民生常任委員会に付託を受けた議案および予算常教育民生常任委員会に付託を受けた議案および予算常

任委員会教育民生分科会に分担された議案について審任委員会教育民生分科会に分担された議案について審

査した結果、主に下記内容が議論されました。査した結果、主に下記内容が議論されました。

◆委　員　長／伊藤厚子

◆副委員長／山添和良

◆委　　員／西川英伸、山崎智之、荒川一義

　　　　　　桂　撤男

教育民生 分科会（予算常任委員会）
常任委員会

のと里山里海ミュージアム

【議案第75号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第１号）

◆文化財保護について

問鵜祭りの通路整備と防護柵の設置は、鵜を捕まえにいくところの道

のことなのか。

答鵜を捕まえにいくところの通路と防護柵の整備をし、鵜を捕まえる

場所を１箇所増やすというかたちである。

問その場所は、固定的に決まっているのか。

答従来からあったところの反対側に１箇所増やすかたちである。

問人工的に作れば鵜は来なくなるのではないか。

答人工的なものに

なると、自然とは

若干違うとは思

うが、やはり鵜が

いないと祭りにな

らないので、ぜひ

とも獲りたいとい

うことである。

　 　

【議案第77号】

平成３０年度七尾市介護保険特別会計補正予算（第１号）

◆介護保険認定事務支援システム等の改修について

問システム改修により事務が効率化され、早く処理されることは大変

いいことであると思うが、認定を受ける人のメリットは何かあるか。

答認定の通知は、申請から認定まで約１ヶ月かかるが、これを１ヶ月以

内にすることが目標である。約１週間から10日早く、本人に通知する

ことができる。

問市としても、認定に対しての費用が500万円削減されるということ

か。

答年間最大で500万円の削減ができる。

主な審議内容

【議案第82号】

七尾市のと里山里海ミュージアム条例の一部を改正する条例に
ついて

問休館日を火曜日にした根拠は何か。

答観光客が和倉温泉などから、週末に泊まって月曜日に帰る際、立ち
寄るところがないというところで、他の文化施設も月曜日が休みで
あるため、開けておく必要があるのではないかということで火曜日
にした。

問他の施設が休みの日はできるだけ開けて、他の施設がやっていると
きに休みをとるということだな。

答その通りである。

　 　

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

◆豪雨災害復旧について

問中島文化センター管理費について、災害の様子を聞いても被害の
大きさは分かるが、918万円という補正額が大きくなった理由は何
か。

答主なものとして、楽屋・ホワイエ絨毯張替工事については、453万6
千円、音響設備が56万7千円、照明設備器具の交換が270万円、客
席上部外壁鋼板張替え工事が129万6千円である。

問予算措置もそうだが、大きな工事になると思うが、復旧の目途をど
のように立てているのか。

答10月5～7日に「かもめ」という公演がある。それに間に合うよう
に、絨毯は張替え
を行い、音響・照
明設備等につい
ては、応急措置を
とって、本格工事
は後ほど行う予
定である。とりあ
えず公演に間に
合わせたい。

委員会付託

・議案２件

・報告２件

分科会分担

・議案４件

（報告２件  議決不要）

豪雨により浸水した能登演劇堂

鵜祭り（鵜様道中の様子）
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産業建設常任委員会に付託を受けた議案および予算常産業建設常任委員会に付託を受けた議案および予算常

任委員会産業建設分科会に分担された議案について審任委員会産業建設分科会に分担された議案について審

査した結果、主に下記内容が議論されました。査した結果、主に下記内容が議論されました。

◆委　員　長／木下敬夫

◆副委員長／徳田正則

◆委　　員／佐藤喜典、垣内武司、永崎　陽

　　　　　　今田勇雄

産業建設 分科会（予算常任委員会）
常任委員会

豪雨による河川氾濫（日用川）

主な審議内容

【議案第75号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第1号）

◆特定空き家について

問いつ道路に崩れ落ちてくるか分からない状態となっている建物が市

内の一部町会にあるが、特定空き家となるのか。

答相手先と交渉をして、なかなか壊していただく見込みがないものを

特定空き家としている。今のところ、その物件は該当していないが、 

特定空き家となるか確認をしたい。

問各町会から、かなりの相談が寄せられていると思うが、こうした中で

強制代執行はどのような手順で考えているのか。

答一昨年に町会へ依頼をして調査したところ、約1,700件という話が

あり、その中でも危険な建物が約400件となっている。さらに、所有

者が判明したものは270件となる。危険なものは順次特定空き家に

指定し、手続きを踏んで対処したい。

問放置したままで手をつけずにいると、段々特定空き家が増えてい

く。そして、放置してある特定空き家が増えれば多く壊れてくる。しっ

かりと対応をしてほしい。

答特定空き家の補助制度で毎年20～30件ほどが壊されている。補助

制度を使って自分で壊していただき、どうしても出来ないところは市

で壊すことになる。現地を見ながら市民の安全安心を守る形で今後

も取り組む。

問この事業の財源は一般会計からの繰り出しで、さらに増えると思う

が、国の補助制度はないのか。

答来年、空き家対策計画を作成するが、そのあとに公園を作るとか目

的がないと、補助対象にならない。

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

◆農地の災害について

問農地の被害について、小規模災害などに該当するのかの判断基準は

どのようになっているのか。 

答金額の規模については、国の補助基準は40万円以上となっており、

国の補助を受けて地元負担は１割となる。それ以下の小規模災害に

ついは、機械借上げなどの対応を考えており市負担8割、地元負担2

割となる。

問被災した箇所は、まとめて１エリアとして認められるか。

答被災した箇所から、150メートル以内のものは1箇所として扱い、そ

れが40万円を超えていれば、国へ申請している。

問農作業が出来ないような災害の箇所はあるのか。

答 用 水 が 確 保

で き な け れ

ば、農作業が

できないこと

も考えられる

ので、復旧作

業については

用水を重点的

に進めていき

たい。

　 　

【報告第14号】

法人の経営状況の報告について

◆七尾フラワーパークの経営状況について

問フラワーパークについて、委託料が減った理由は、利益がその分、出

たからなのか。 

答当期純利益が出ており、繰越利益剰余金も年々増えている。それに

伴い、指定管理料も昨年より30万円減らしている。 

問新たに作ったゴルフ場の効果があったということなのか。

答従来からのグラウンドゴルフ場に加え、パークゴルフとマレットゴル

フの施設を増設したことによる効果も大きいと思う。

委員会付託

・議案３件

・報告２件

分科会分担

・議案５件

（報告２件  議決不要）

豪雨による農地被害（用水路）
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事業承継オーケストラ発足式事業承継オーケストラ発足式

■
個
人
事
業
の
後
継
者
不
足
に
つ
い
て

後
継
者
不
足
に
対
す
る
取
り
組
み
を
！

　
　
　
　

少
子
化
な
ど
を
要
因
と
す
る
後
継
者
不
在
に
よ
り
、
現
在

廃
業
が
進
ん
で
い
る
地
域
の
個
人
事
業
に
対
し
て
、
地
域
の
衰
退
に

関
わ
る
こ
と
か
ら
、
危
機
感
を
持
っ
た
対
応
が
必
要
と
考
え
る
が
、

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
学
校
や
子
ど
も
会
な
ど
地

域
活
動
や
市
民
講
座
に
お
い
て
、
個
人
事
業
の
職
業
技
術
の
紹
介
や

披
露
、
講
話
や
職
業
体
験
な
ど
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
う
い
っ

た
職
業
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
機
会
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
が
、
見
解
は
ど
う
か
。

　
　
　
　

市
内
の
事
業
者
は
こ
こ
４
年
間
で
２
１
５
事
業
所
が
減
少

し
、
ま
た
、
経
済
産
業
省
が
平
成
27
年
度
に
示
し
た
10
年
後
の
全
国

の
残
存
企
業
率
を
七
尾
市
に
当
て
は
め
る
と
、
市
内
の
事
業
所
数
は

２
５
０
０
事
業
所
ほ
ど
に
な
り
、
人
口
減
少
と
と
も
に
経
営
者
の
後

継
者
不
足
な
ど
で
事
業
所
数
は
減
少
し
、
空
き
店
舗
が
増
え
る
な
ど
、

地
域
活
力
が
低
下
し
て
い
く
。
そ
こ
で
七
尾
市
で
は
、
事
業
承
継
を

進
め
る
た
め
に
国
の
補
助
金
を
活
用
し
て
、
七
尾
街
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

が
主
導
に
な
っ
て
七
尾
市
事
業
承
継
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
立
ち
上
げ
、

事
業
承
継
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
学
校
教
育

に
お
い
て
、
小
学
校
で
は
社
会
科
見
学
を
、
中
学
校
で
は
職
業
体
験

を
行
っ
て
い
る
。
経
済
団
体
に
お
い
て
も
危
機
感
を
持
っ
て
、
将
来

の
担
い
手
と
な
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
た
め
の
模
擬
会
社
の
立
ち

上
げ
、
運
営
、
職
業
体
験
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

議員の 市の

答  

弁

 

一
般
質
問

質  
問

礒貝 和典 議員
（無会派）

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
避
難
所
運
営

■
行
財
政
改
革
の
さ
ら
な
る
取
り
組
み

■
今
年
度
の
除
雪
計
画

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
七
尾
市
小
中
学
校
の
空
調

■
市
営
小
丸
山
住
宅

■
石
彫
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
作
品
活
用

■
旧
御
祓
中
学
校
校
舎
及
び
関
連
施
設
の
跡
地
利
用

学
校
跡
地
の
有
効
な
利
活
用
を
！

　
　
　
　

本
年
の
第
１
回
定
例
会
で
も
同
様
の
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

旧
御
祓
中
学
校
校
舎
の
雨
漏
り
が
非
常
に
厳
し
く
、
老
朽
化
が
進
ん

で
お
り
、
校
舎
の
取
り
壊
し
を
検
討
し
て
い
る
と
の
答
弁
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
西
湊
地
区
町
会
連
合
会
か
ら
も
同
様
の
話
が
あ
り
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
は
山
の
寺
寺
院
群
の
駐
車
場
に
す
る
と
の
こ
と
。
そ
の
他
に

も
施
設
が
敷
地
内
に
存
在
し
、
早
期
整
備
計
画
を
示
し
て
い
た
だ
き

た
い
が
、
解
体
時
期
と
そ
の
他
施
設
の
今
後
の
利
活
用
に
つ
い
て
伺

う
。

　
　
　
　

先
の
６
月
定
例
会
で
も
答
弁
し
た
が
、
校
舎
に
つ
い
て
は

出
来
る
限
り
早
く
解
体
し
た
い
。
体
育
館
に
つ
い
て
は
、
七
尾
市
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
利
活
用
の
要
望
が
あ
り
、
現
在
調
整
中

で
あ
る
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
活
用
は
、
先
般
の
七
尾
市
町
会
連
合
会
の

場
で
、
西
湊
地
区
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
が
、
山
の
寺
寺
院
群
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
の
駐
車
場
や
公
衆
ト
イ
レ
の
設
置
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。
武
道
館
に
つ
い
て
は
、
市
と
し
て
今
は
利
活
用

の
考
え
は
な
い
の
で
、
地
域
づ
く
り
協
議
会
を
は
じ
め
、
地
元
で
主

体
的
に
管
理
・
運
営
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
し
っ
か
り
と

協
議
・
検
討
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
今
後
、
解
体
や
整
備
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
平
成
31
年
度
以
降
、
順
次
進
め
て
い
き

た
い
。

旧御祓中学校旧御祓中学校

 

一
般
質
問

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
小
中
学
校
で
の
夏
場
対
策　
　

■
通
学
路
の
安
全
対
策

■
万
行
遺
跡
の
整
備　
　

■
障
害
者
雇
用

■
学
童
指
導
員

朝日小学校近くの踏み切り

■
国
保
制
度
で
の
均
等
割
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
の
均
等
割
全
額
免
除
を
！

　
　
　
　

現
在
の
医
療
保
険
制
度
は
、
組
合
健
保
、
協
会
け
ん
ぽ
、

共
済
組
合
、
船
員
保
険
、
後
期
高
齢
者
保
健
、
国
民
健
康
保
険
の
６

種
類
か
と
思
う
が
、
加
入
す
る
被
保
険
者
に
等
し
く
均
等
割
の
保
険

税
や
保
険
料
を
徴
収
し
て
い
る
の
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
以
外
で

あ
る
の
か
。
ま
た
、
子
ど
も
の
医
療
費
補
助
制
度
は
ど
の
保
険
に
加

入
し
て
も
対
象
に
な
る
が
、
均
等
割
を
負
担
し
て
い
る
の
は
国
民
健

康
保
険
だ
け
で
あ
り
、
不
公
平
だ
と
思
わ
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
均

等
割
を
全
額
免
除
す
る
こ
と
で
他
の
被
保
険
者
の
負
担
増
に
な
ら
な

い
た
め
に
も
法
定
外
繰
り
入
れ
を
し
て
不
公
平
を
解
消
す
る
考
え
は

な
い
の
か
。

　
　
　
　

保
険
税
並
び
に
保
険
料
の
算
定
に
お
い
て
均
等
割
を
適
用

し
て
い
る
の
は
、
国
民
健
康
保
険
税
以
外
で
は
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
で
あ
る
。
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
に
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
所
得
割
及
び
均
等
割
を
必
ず
適
用
す
る
規
定
と
な
っ
て
お
り
、

不
公
平
と
い
う
考
え
は
な
い
。
均
等
割
を
全
額
減
免
す
る
た
め
に
法

定
外
繰
り
入
れ
す
る
こ
と
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
加
入
者
以
外
の

方
に
新
た
な
負
担
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
会
計
か

ら
の
法
定
外
繰
り
入
れ
を
行
う
考
え
は
な
い
。
な
お
、
石
川
県
で
は

子
ど
も
に
係
る
均
等
割
軽
減
措
置
の
導
入
等
の
財
政
支
援
を
、
全
国

知
事
会
を
通
じ
て
国
に
要
望
し
て
お
り
、
そ
の
動
向
を
し
っ
か
り
注

視
し
て
い
き
た
い
。

 

一
般
質
問

木下 敬夫 議員
（無会派）

山崎 智之 議員
（灘会）

質  

問

質  

問

答  

弁

答  

弁



7 議会だより

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
特
定
行
為
の
で
き
る
看
護
師
養
成

■
学
校
応
援
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
設
置
の
必
要
性

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
集
中
豪
雨
被
害
対
策

■
１
０
０
万
人
訪
問
調
査
運
動

■
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
実
施
に
向
け
て

■
大
学
生
の
ふ
る
さ
と
回
帰
に
つ
い
て

地
元
出
身
学
生
の
ふ
る
さ
と
回
帰

施
策
を
！

　
　
　
　

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
地
元
に
帰
っ
て
就
職
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
地
元
で
在
学
し
て
い
る
高
校
生
の
と
き
か
ら
奨
学
金
制
度

的
な
も
の
を
作
り
、
卒
業
し
た
ら
幹
部
候
補
生
と
し
て
七
尾
へ
戻
っ

て
き
て
も
ら
え
る
よ
う
な
制
度
が
で
き
な
い
か
。
今
後
の
七
尾
市
の

働
き
手
の
確
保
の
た
め
に
、
大
学
生
の
ふ
る
さ
と
回
帰
の
必
要
性
に

つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　

学
生
は
、
選
ん
だ
仕
事
に
よ
っ
て
自
ず
と
住
む
と
こ
ろ
が

決
ま
り
、
選
択
肢
の
広
い
地
域
で
の
仕
事
を
探
す
の
が
率
直
な
気
質

で
は
な
い
か
と
思
う
。
企
業
に
と
っ
て
も
七
尾
市
出
身
の
学
生
に
こ

だ
わ
ら
ず
優
秀
な
人
材
を
選
ぶ
。
こ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

高
校
卒
業
生
、
大
学
新
入
生
に
対
し
、
ひ
と
ま
と
め
に
奨
学
金
を
出

す
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。
市
内
の
ど
の
分
野
に
ど
の
程
度
の
人
材
が

不
足
し
て
い
る
の
か
調
査
す
る
必
要
が
あ
り
、
商
工
会
や
商
工
会
議

所
の
方
々
と
相
談
し
て
、
そ
の
分
野
を
し
っ
か
り
精
査
す
る
必
要
が

あ
る
。
な
お
、
小
中
学
校
で
は
、
地
元
の
企
業
へ
社
会
見
学
や
体
験

学
習
な
ど
を
行
い
、
地
元
企
業
の
良
さ
を
感
じ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

市
内
で
は
、
事
業
承
継
に
必
要
な
若
者
を
取
ろ
う
と
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン

チ
ャ
ー
事
業
な
ど
も
展
開
し
て
い
る
が
、
し
っ
か
り
七
尾
に
根
付
く

人
を
探
す
と
い
う
こ
と
を
課
題
に
助
成
制
度
が
出
来
る
の
か
ど
う
か
、

し
っ
か
り
と
研
究
課
題
に
据
え
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
平
和
展　
　
　

■
学
校
エ
ア
コ
ン
設
置

■
障
害
者
雇
用　
　

■
図
書
館
運
営

 

一
般
質
問

中島小スクールバス中島小スクールバス

■
市
所
有
バ
ス
管
理
に
つ
い
て

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
安
全
性
は
大
丈
夫
か
！

　
　
　
　

中
島
小
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
購
入
し
て
か
ら
15
年
経

ち
、
安
全
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
市
と
し
て

安
全
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
基
準
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
現
在
の
市
所
有
バ
ス
の
車
両
管
理
状
況
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。
そ
し
て
、
新
し
い
車
両
の
購
入
を
し
て
い
く
時
期
が
き

て
更
新
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
特
定
の
年
度
で
大
き
な

予
算
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
見
通
し
は
ど
う
な
の
か
。

　
　
　
　

車
両
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
新
車
登
録
か
ら
経
過
年
数

や
走
行
距
離
を
目
安
と
し
て
い
る
が
、
基
準
は
特
に
な
い
。
市
所
有

バ
ス
は
現
在
30
台
あ
り
、
そ
の
う
ち
12
台
は
10
年
を
経
過
し
て
い
て
、

平
成
15
、
16
年
に
新
規
登
録
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
走
行
距
離
は

７
万
９
千
キ
ロ
か
ら
25
万
４
千
キ
ロ
で
あ
る
。
ま
た
、
車
両
の
管
理
は
、

30
台
の
う
ち
24
台
は
市
が
直
接
管
理
を
し
て
お
り
、
残
り
６
台
は
運

行
管
理
業
務
委
託
し
て
い
る
先
が
責
任
を
持
っ
て
車
両
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
行
っ
て
い
る
。
全
車
両
と
も
法
定
に
基
づ
き
３
カ
月
ご
と
の

定
期
点
検
や
毎
年
の
車
検
を
行
っ
て
お
り
、
不
都
合
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
の
都
度
点
検
や
修
理
を
行
っ
て
い
る
。
毎
日
の
運
行
前
の
点

検
も
行
っ
て
い
る
。
当
面
、
安
全
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
が
、
更
新
が
必
要
な
と
き
に
は
、
過
疎
債
な
ど
有
利
な
財
源
も

確
保
し
な
が
ら
更
新
し
て
い
き
た
い
。

学校の教室学校の教室

　七尾市議会の採決結果や詳しい答弁内容はホームページにて公開しています。

ななお･なかのとDMOが入る和倉温泉観光会館

答  

弁

 

一
般
質
問

質  
問

山添 和良 議員
（未来）

伊藤 厚子 議員
（無会派）

■
学
校
・
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

よ
り
よ
い
教
育
環
境
に
せ
よ
！

　
　
　
　

①
今
夏
は
40
度
以
上
の
暑
さ
で
、
文
科
省
で
は
小
中
学
校

の
普
通
教
室
で
、
エ
ア
コ
ン
設
置
を
促
進
さ
せ
る
方
針
を
出
し
た
。

七
尾
市
で
も
子
ど
も
の
安
全
を
守
る
た
め
エ
ア
コ
ン
設
置
を
早
く
お

願
い
し
た
い
。
ま
た
、
熱
中
症
対
策
と
し
て
の
冷
水
機
の
設
置
と
暑

さ
指
数
測
定
器
の
各
教
室
の
設
置
を
お
願
い
し
た
い
。
②
大
阪
で
起

き
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
事
故
に
よ
り
、
七
尾
市
に
お
い
て
も
通
学
路
の
安

全
対
策
を
さ
ら
に
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
通
学
路
の
す
べ
て

の
道
路
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
安
全
対
策
や
街
灯
の
完
全
設
置
に
取
り
組

ん
で
ほ
し
い
。

　
　
　
　

①
エ
ア
コ
ン
設
置
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
支
援
を
見
極

め
な
が
ら
、
来
年
度
か
ら
概
ね
３
年
程
度
で
全
小
中
学
校
に
整
備
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
暑
さ
指
数
測
定
器
の
設
置
は
、
全

小
中
学
校
で
１
カ
所
ず
つ
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
設
置
は
考
え
て
い
な

い
。
冷
水
機
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
児
童
生
徒
に
水
筒
を
持
参
す
る

よ
う
に
お
願
い
を
し
、
足
り
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
水
質
検
査
で
飲

料
に
適
し
た
水
道
水
を
補
給
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
た
め
、
冷
水

機
の
設
置
は
考
え
て
い
な
い
。
②
通
学
路
交
通
安
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

関
係
機
関
と
協
議
し
、
必
要
な
個
所
に
は
地
域
防
犯
の
観
点
か
ら
町

会
に
設
置
を
お
願
い
す
る
。
な
お
、
町
会
が
行
う
防
犯
灯
の
新
設
に

対
す
る
費
用
補
助
で
、
既
存
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
対
す
る
補
助
制

度
を
新
設
の
場
合
に
も
適
用
で
き
な
い
か
現
在
検
討
し
て
い
る
。

 

一
般
質
問

質  

問

質  

問

答  

弁

答  

弁

桂　撤男 議員
（灘会）

七尾市議会だより 検索



8議会だより

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
田
鶴
浜
七
尾
道
路　
　

■
交
流
人
口
拡
大

■
施
設
整
備
に
伴
う
投
資
と
回
収

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
　

■
学
習
状
況
改
善

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

■
小
中
学
校
の
安
全
対
策

■
観
光
振
興

議員の 市の

■
集
中
豪
雨
等
に
お
け
る
災
害
の
迅
速
な
対
応

鷹
合
川
の
早
急
な
河
川
工
事
を
！

　
　
　
　

今
回
の
記
録
的
大
雨
な
ど
に
よ
り
、
県
道
２
号
線
が
た
び

た
び
通
行
止
め
に
な
り
、
白
馬
町
や
細
口
町
に
か
け
て
は
住
宅
や
商

店
が
一
時
孤
立
状
態
に
な
っ
た
。
ま
た
、
帰
宅
困
難
や
営
業
が
で
き

な
い
な
ど
、
多
く
の
方
に
不
便
と
迷
惑
を
か
け
、
経
済
損
失
も
大
き

い
と
考
え
る
。
こ
の
状
況
を
何
と
か
す
べ
き
で
あ
る
。
河
川
工
事
が

な
か
な
か
進
ま
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
経
済
損
失
も
大
き
い
こ
と
を

考
え
る
と
、
早
急
な
対
応
を
お
願
い
し
た
い
。

　
　
　
　

主
要
地
方
道
七
尾
・
羽
咋
線
の
冠
水
に
よ
る
通
行
止
め
区

間
に
つ
い
て
は
、
鷹
合
川
の
未
改
修
部
分
、
細
口
交
差
点
付
近
よ
り

上
流
部
部
分
で
、
未
改
修
区
間
と
並
行
し
て
発
生
し
て
い
る
現
状
で

あ
る
。
鷹
合
川
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
分
１
号
橋
な
ど
橋
梁
架
け

替
え
工
事
お
よ
び
堤
防
の
盛
り
土
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

事
業
主
体
の
石
川
県
と
す
れ
ば
、
ま
ず
整
備
中
の
区
間
の
残
る
橋
梁

３
橋
の
架
け
替
え
と
架
道
の
掘
削
な
ど
を
行
い
、
早
期
の
工
事
完
成

に
向
け
て
取
り
組
み
、
地
域
の
治
水
安
全
度
の
向
上
を
図
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
七
尾
市
と
し
て
も
、
今
回
の
河
川
氾
濫
を
踏
ま
え
、

河
川
改
修
の
延
伸
、
主
要
地
方
道
七
尾
・
羽
咋
線
の
改
良
に
つ
い
て
、

河
川
管
理
者
で
あ
る
石
川
県
に
引
き
続
き
強
く
強
く
要
望
し
て
い
き

た
い
。

ケーブルテレビで避難指示をお知らせケーブルテレビで避難指示をお知らせ

■
災
害
対
応
に
つ
い
て

今
回
の
豪
雨
等
の
教
訓
を
生
か
せ
！

　
　
　
　

８
月
31
日
の
豪
雨
で
、
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
な
か
っ

た
こ
と
が
新
聞
で
報
道
さ
れ
、
市
長
は
「
全
市
的
な
大
規
模
災
害
で

は
な
か
っ
た
。
地
域
限
定
的
だ
か
ら
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
な

か
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
、
市
内
全
域
で
河
川
の
氾
濫
、
道
路
の
冠
水

が
発
生
し
て
い
る
の
に
信
じ
が
た
い
報
道
だ
っ
た
。
市
長
が
こ
う
い

う
こ
と
を
言
う
は
ず
が
な
い
と
思
う
が
、
災
害
対
策
本
部
に
対
す
る

考
え
を
伺
う
。
ま
た
、
今
回
、
指
定
施
設
の
避
難
所
が
冠
水
し
、
行

け
な
い
事
態
も
起
き
た
。
避
難
所
ル
ー
ト
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
見

解
を
伺
う
。

　
　
　
　

新
聞
報
道
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
具
体
的
に
発
生
し
た

地
区
を
特
定
し
、
災
害
対
応
も
順
に
段
階
を
経
て
対
応
し
て
い
た
。

各
情
報
が
順
に
入
り
、
逼
迫
し
た
現
場
に
対
応
す
る
た
め
、
住
民
を

安
全
な
場
所
に
移
す
こ
と
を
最
優
先
し
た
。
現
場
は
、
災
害
対
策
本

部
体
制
で
規
定
さ
れ
て
い
る
各
班
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
行
い
、
結

果
と
し
て
人
的
被
害
も
な
く
対
応
で
き
た
。
災
害
対
策
本
部
は
、
震

度
５
以
上
の
地
震
な
ど
の
相
当
規
模
の
災
害
が
発
生
し
、
そ
の
範
囲

か
ら
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
９
月
４
日
の
台
風
で
は
、
本
州
を

直
撃
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
か
っ
た
た
め
、
災
害
対
策
本
部
を
設

置
し
、
市
民
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
し
た
。
ま
た
、
避
難
所
に
つ

い
て
は
、
地
域
の
方
と
協
議
し
、
他
の
避
難
施
設
の
開
設
も
含
め
て
、

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

鷹合川鷹合川
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決算審査特別委員会に付託を受けた議案について審査決算審査特別委員会に付託を受けた議案について審査

した結果、主に下記内容が議論されました。した結果、主に下記内容が議論されました。

◆委　員　長／木下敬夫

◆副委員長／伊藤厚子

◆委　　員／山崎智之　佐藤喜典　杉木　勉

平成29年度

決算審査 特別委員会

主な審議内容

委員会付託

・議案５件

・報告２件（議決不要）

【議案第87号】

平成29年度七尾市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

◆財産収入について

問財産運用収入について、利子及び配当金があるが、どのくらいの規
模のものを、どういったところに運用しているのか。

答財政調整基金に約50億円、減債基金に約12億円、地域振興基金に
約25億円の現金がある。最近はマイナス金利のため、国債運用は控
え、定期預金や振替運用をしている。

問地域振興基金の配当金で１千万円の収入となっているが、今後この
ような運用はしないのか。

答これについては、公募公債であり、かなり以前に購入したものであ
る。購入後に金利が下がると配当が多くなる仕組みなので、処分せ
ずに運用益をいただいている。今は金利が底であり、債券購入には
厳しいと考える。

【議案第87号】

平成29年度七尾市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

◆ふるさと納税推進事業について

問毎年、返礼品の見直しはしているとは思うが、まだ希望している業者
や問い合わせはあるか。

答向こうからくるのを待つのではなく、こちらから仕掛けている状況
である。返礼品をビジネスとして、上手く使っていただくために声掛
けをさせていただいている。

問現時点で、昨年より参
加事業者は増えてい
るのか。もっと参加し
ていただけるのであ
れば、何件でも増えて
いいのか。

答昨年より増えており、
寄付金を募るという
考え方からいくと、多
くの事業者に参加を
していただき、数を増
やしていきたい。

主な審議内容主な審議内容

【議案第87号】

平成29年度七尾市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

◆交流人口拡大事業ついて

問平成29年度は修学旅行や学会等では入り込みが伸びているが、合
宿が頭打ちとなっている。この対策として何か考えているのか。

答昨年はサッカー場の人口芝の張り替えで4ケ月間使用できなかった
ため、平成28年度比較では減少しているが、各種の誘致活動に取り
組み、いろんな視点から誘客促進に向けて進めている。

　 　

【議案第87号】

平成29年度七尾市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について

◆防災行政無線等管理ついて

問防災無線の屋外スピーカーは屋内にいると聞こえないので、防災ラ
ジオにおいても放送は出来ないのか。

答今回の災害では地区単位で放送した。防災ラジオで放送する場合
は、全地区一斉放送の場合に流れる。今後の運用として、全地区一斉
放送で流すのがいいのかどうか検討する。

問災害時の緊急対応では、市内全域で放送をして、防災ラジオからも
放送を流すべきだと思う。

答防災ラジオについては、今回の災害で検討すべきところが多いと分
かった。防災ラジオは、ラジオの無線を使用しており、ラジオ七尾の
放送中の番組を割り込んで放送するので、ラジオ七尾とも相談した
い。

ふるさと納税の返礼品の一部 防災ラジオ
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議案番号 議　　　案　　　名 採決結果

議案

第75号
平成３０年度七尾市一般会計補正予算（第１号） 可決

議案

第76号

平成３０年度七尾市後期高齢者医療保険特別会計補

正予算（第１号）
可決

議案

第77号
平成３０年度七尾市介護保険特別会計補正予算（第１号） 可決

議案

第78号
平成３０年度七尾市水道事業会計補正予算（第１号） 可決

議案

第79号
平成３０年度七尾市下水道事業会計補正予算（第２号） 可決

議案

第80号

七尾市本社機能立地促進のための固定資産税の課税

の特例に関する条例の一部を改正する条例について
可決

議案

第81号
七尾市少年科学館条例を廃止する条例について 可決

議案

第82号

七尾市のと里山里海ミュージアム条例の一部を改正す

る条例について
可決

議案

第83号
財産の取得について 可決

議案

第84号
財産の取得について 可決

議案

第85号
市道路線の廃止について 可決

議案

第86号
市道路線の認定について 可決

議案

第87号

平成２９年度七尾市一般会計及び特別会計歳入歳出

決算の認定について
認定

議案

第88号
平成２９年度七尾市水道事業会計決算の認定について 認定

議案

第89号
平成２９年度七尾市病院事業会計決算の認定について 認定

平成30年 第3回定例会採決結果一覧表

今議会において、提案された議会議案の結果は下記の通りです。

議案番号 議　　　案　　　名 採決結果

議会議案

第8号
教育予算の拡充を求める意見書 可決

議会議案

第9号
キャッシュレス社会の実現を求める意見書 可決

議会議案

第10号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 可決

議会議案

第11号

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求め

る意見書
可決

なお、可決された意見書は関係機関へ提出しました。
※賛成多数の議案中、反対議員は次の通り　⇒　議会議案第9号（礒貝和典議員）

議案番号 議　　　案　　　名 採決結果

議案

第90号

平成２９年度七尾市水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について
可決

議案

第91号

平成２９年度七尾市病院事業会計未処分利益剰余金

の処分について
可決

議案

第92号
平成３０年度七尾市一般会計補正予算（第２号） 可決

議案

第93号
平成３０年度七尾市下水道事業会計補正予算（第３号） 可決

※賛成多数の議案中、反対議員は次の通り　⇒　議案第87号（礒貝和典議員）

■■＝全会一致　　■■＝賛成多数　　■■＝賛成少数

※荒川議長は、採決には加わりません

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

落成式･開店祝等の
花輪

葬儀の花輪･
供花

地域の運動会・
スポーツ大会への
飲食物等の差入

病気見舞 秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

お祭りへの
寄附･差入

お歳暮･
お年賀

町内会の集会･
旅行等の催物への
寸志･飲食物の差入

入学祝･
卒業祝
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①福岡県八女市　『予約型乗合タクシー　ふる里タクシー』

①大阪府箕面市　『箕面市立病院の経営改善』

①埼玉県朝霞市　『空き店舗対策（朝霞市ＴＭＯ推進事業）』　

②福岡県久留米市　『生活支援交通　よりみちバス』

②京都府宇治市　『小学校の余裕教室を活用した老人福祉施設の整備』

②埼玉県川越市　『川越版ＤＭＯ設立に向けた取組み』

③佐賀県鳥栖市　『まちづくり推進協議会』

③大阪府茨木市　『学校業務の改善、学校給食費の公会計制度導入』

委員会行政視察報告

　全国的に先進事例となっている八女市の「ふる里タクシー」は、電話予約によるドアツー

ドア方式の乗り合いタクシーで、広大な山間地に加え、高齢化が進む地域で、地域公共交

通の維持・確保を図るため、このシステムを導入したことで市内に点在していた交通空白

地域の解消を図っている。予約システムを導入したことで、スムーズな運行ができ、住民も

この事業を利用して、病院や買い物へ行くのに大いに役立っている。

　箕面市立病院は、経営改善に取り組み、一般財源からの繰入金ゼロを実現し、黒字及び独立採算の運営をめざしている。地域

医療「かかりつけ医」と定期的に連絡会を持ち、情報を共有する仕組みを作り上げ、連携を密にしていることから、紹介率、逆紹介

率が非常に高く、地域医療に貢献している。

　市役所通りの空き店舗を活用し、来街客や買い物客等が自由に出入りでき、憩いの場となる場を開設し、中心市街地の利便

性や快適性を高める。特色として、朝霞市商工会が空き店舗を活用し、元気な高齢者等の憩いの場所とし「地域支え合いの仕組

み」を実施するとともに、お休み処として、地元のおやつや地域ブランド品等の展示販売を行い商店街の活性化を図る取組みであ

った。

　平成16年からコミュニティバス、コミュニティタクシー、デマンド型タクシーなど、公共交通空白地における市民の日常生活支援

策として、様々な問題を抱えながらいろんな取り組みを行ってきた。現在は、生活支援交通『よりみちバス』といった利用者のニー

ズに応じた形での迂回型コミュニティバスを導入している。市民に利用しやすい形態をこれまでも模索してきたなかで、現在の形

になったが、まだまだ料金設定や地域との連携など課題は残っている現状である。

　宇治市は、児童数の昭和40年代の急激な増加と、昭和57年から昭和61年をピークに

した減少により、小学校の余裕教室をデイサービスセンターなどに転用している。同じ敷

地にあることは、施設にとっては、高齢者の活力・エネルギーにつながり、小学校にとって

は、日常的に子供たちがプログラムを考え楽しみながら交流することができ、子ども自身

にプラスになるなど、相乗効果がある。

　平成28年1月に「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、そのプロジェクトの中で「おもてなし川越」の創設として、

川越市における観光の現状や課題の分析、観光関連組織へのヒアリング、川越版ＤＭＯの組織概要の検討をするなど設立に向け

取り組んでいる。その他、課題施策への取り組みとして、官民でのワーキンググループによる取り組みを進めている。

　鳥栖市では、みんなで築く市民協働のまちづくりを推進するにあたり、市民参加のまちづくりを目指すための「鳥栖市まちづく

り検討委員会」を設置し、平成22年に市長に地域づくりのあり方に関する提言を行い、現在８地区の協議会が設立されている。

取り組みが進んでいる協議会もあれば、あまり進んでいないところもある。七尾市においても地域づくり協議会が始まったばか

り。「自分たちの地域は自分たちで何とかする」という取り組みが各地域づくり協議会で進められることを期待する。

　学校業務の改善では、市内の公立学校へのアンケート分析を行い、「業務サポーターの配置」など教育委員会として９項目の取

り組みを行い、学校組織の取り組み、教員一人一人の意識改革も合わせて平成29年度から三年計画で取り組んでいる。１年目の

結果では、「子どもと向き合う時間が十分取れている」などの効果が上がっている。

　また、学校給食の公会計制度導入では、段階的なシステム導入を行い、給食費の徴収を市で一括して行っているほか、「歳出予

算として食材購入費を予算計上できる」「アレルギー等の対応ができる」など効果がある。

福岡県八女市視察

京都府宇治市視察

総務企画常任委員会　　※７月４日(水)～６日(金)九州地方

教育民生常任委員会　　※7月30日（月）～8月1日（水）関西地方

産業建設常任委員会　　※7月26日（木）～28日（土）関東地方
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七尾市議会事務局

TEL.0767-53-8433

http://www.city.nanao.lg.jp

●  ●  ●  お 知 ら せ ●  ●  ●

　議会だよりへの、市民の皆さんの率直なご意見・

ご感想をお寄せください。なお、議会の会議録につ

いては、七尾市役所情報公開コーナー、七尾市立図

書館等に備えてあるほか、市のホームページでも閲

覧できるようになっていますので、ご覧ください。

議　会　の　動　き

8月 6日 全員協議会

10日 教育民生常任委員会

20日 石川県市議会議長会定期総会

23日 議会運営委員会

24日 石川北部RDF広域処理組合議会第2回定例会

27日 予算常任委員会協議会

30日 議会運営委員会

9月 3日 全員協議会
平成30年第3回市議会定例会（～27日）

10月 9日 産業建設常任委員会　

14日 出前講座（教育民生常任委員会）

15日 石川県後期高齢者医療広域連合議会定例会

25日 議会運営委員会

31日 のと鉄道運営助成基金事務組合議会

「七尾市議会だより」
Catalog Poket

皆さんも

市議会を傍聴

しませんか

　毎年、市内各所において市民と議会との懇談会を開催しており、毎回多くの方々にご参加いただきありが

とうございます。今年度においても、市民と議会との懇談会を開催するにあたり、例年とは趣向を変えてやっ

てみようということで、新しい試みとして「出前講座」のような形式で開催しています。議会と意見交換などし

たい団体は、日時や場所、どのような内容で意見交換を行いたいのか、どのようなことについて聞きたいの

か、など事前にお申し込みください。

≪申し込み≫

　団体名、代表者氏名、連絡先、開催日時、開催場所、開催目的（何について聞きたいのかなど）を任意の様式で構

いませんので、ご記入のうえ、議会事務局まで提出してください。申し込みの際、どのような活動をしている団体なの

か、どのような目的の団体なのかも併せてお知らせください。申し込みの後、どのような流れで進めていくのかなど

事前協議を行いながら、当日は有意義な会にしたいと思います。開催日まで約3～４週間前を目途に申し込みくださ

い。なお、市議会定例会が行われる3月、6月、9月、１２月は対応不可となりますので、ご了承ください。

　傍聴を希望される場合は、当日、議場入口の受付で、傍聴申込書に住所、氏名を記入

してから入場してください。また、団体で傍聴される場合は、団体の名称、人員、代表者ま

たは責任者の住所、氏名を記入してください。

・議場における言論に対し、拍手その他の方法により公

然と可否を表明しないでください。

・談論、放歌、高笑、その他騒ぎ立てないでください。

・はち巻、腕章などの示威的行為はしないでください。

・帽子やコートの類は、議場では脱いでください。

・飲食や喫煙はしないでください。

・みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないでく

ださい。

・携帯電話の使用は禁止し、電源を切るか、マナーモー

ドにしてください。

・その他議場の秩序を乱し、又は議場の妨害となるよう

な行為をしないでください。

傍聴席では、次の事項を守り静かに傍聴してください。

市民と議会との懇談会（議会報告会）について


